
小樽都市計画 地区計画の変更（小樽市決定） 
 
都市計画小樽築港駅周辺地区地区計画を次のように変更する。 
 
１ 地区計画の方針 

名    称 小樽築港駅周辺地区地区計画 
位    置 小樽市築港の一部及び勝納町の一部 
区    域 計画図表示のとおり 
面    積 約２８．０ｈａ 

地区計画の目標 当地区は、都心から南西約３．０㎞のＪＲ小樽築港駅を中心と

し、臨海部に位置する大規模未利用地で都心部にも近接している

ことから、必要な公共施設を整備しつつ健全な土地の高度利用を

目指した円滑な土地利用転換が望まれている。 
そこで本計画では、本市のまちづくりの重要拠点地として、親水

アメニティ拠点と連携を図り、広域的な文化・交流・生活サービス

機能に加え、公共性を持った緑地・にぎわいのある空間整備を行

い、ウォーターフロントを生かした緑豊かで潤いのある市街地の

形成を目標とする。 
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公共施設等

の整備方針 
土地利用の転換に当たり、良好な街区の形成と、周辺地区はもと

より、広域的な交通機能にも対応するため、ＪＲ小樽築港駅と複合

交通ターミナルを中心とした地区内外の車・歩行者動線を考慮し

た道路、歩行者専用道路、緑地及び広場等を適切に配置する。 
 

１ 道路及び交通ターミナルの整備により、地区内の円滑な交通

の確保を図る。 
 
２ ゆとりと快適な空間を創出するために、歩行者専用道路及び

公共の空地と連続した広場状及び歩道状の空地を敷地内に整備

する。 
 
３ 大規模商業施設及びマリーナ関連の駐車需要も考慮した適切

な規模の駐車場の整備を図る。 
建築物等の

整備方針 
建築物等の整備方針は、地区計画の目標に基づき、良好な市街地

環境の創出を図るため、次のように定める。 
 

１ 建築物については、安全で快適な歩行者空間を創出するよう、

周囲に公共空地を確保し、道路から適切な壁面後退を行う。 
 
２ 積雪寒冷地という地域特性及び臨海部というロケーションを

考慮したアトリュウムやペディストリアンデッキ等通年型の歩

行者空間の創出を図る。 
 
３ 魅力ある都市景観を形成するために、ランドマークとなる建

築物等を整備するとともに、建築物等の形態及び意匠について



は、地区全体の調和を図る。 

 

４ 適切な規模の駐車場の確保を図る。 
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区  域 計画図表示のとおり 

（地区計画の区域全域に再開発促進区を定めるものとする） 

面  積 約２８．０ｈａ 

土地利用に

関する基本

方針 

親水性と小樽らしさを生かし、魅力ある都市空間を形成するた

め、土地利用に関する基本方針を次のように定める。 

 

１ 「商業レクリエーション地区」は、広域からの集客に対応した

商業、娯楽及び宿泊機能を中心としながら、併せて小樽の港湾商

工都市としての歴史・文化・情報の発信の場として整備を図り、

高齢社会に対応した医療・福祉などの教育・居住機能を誘導し、

隣接地区と連携した交流・生活サービス機能などが充実した複

合的な土地利用により、にぎわいと活力のある市街地の形成を

図る。また、臨海部に位置することから、小樽港マリーナとの一

体性を持たせた小樽らしい親水空間の創出を図る。 

 

２ 「商業・業務地区」は、市街地の業務機能と整合を図るととも

に、中心市街地及びＪＲ小樽築港駅周辺の交通混雑の解消を目

的とし、中心市街地の補完機能として交通ターミナル等の機能

の整備を図る。 

 

３ 「中高層住宅地区」は、ウォーターフロントとＪＲ小樽築港駅

に近接した立地条件を生かし、快適なオープンスペースと多様

な都市生活に対応する定住型の住宅地の整備を図る。 

 

４ 「医療・福祉関連サービス業務地区」は、後志圏における広域

的な医療や高齢社会に対応した福祉などの公共的な生活サービ

ス機能を中心に、周辺施設と連携した居住・業務系機能等が複合

する土地利用を図る。 

 

５ 「鉄道関連施設地区」は、ＪＲ小樽築港駅を広域的集客の玄関

口として整備するとともに、鉄道業務施設の整備を図る。 

主要な公共

施設の配置

及び規模 

地区内幹線道路（配置についてはおおむね計画図表示のとおり。 

規模については幅員約１８ｍ、延長約１００ｍ） 

公 開 空 地（配置についてはおおむね計画図表示のとおり。 

規模については幅員約２ｍ、延長約２，９５０ｍ 

及び幅員約４ｍ、延長約３５０ｍ） 

 










